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平成 23年６月 30日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・テイスト

代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2694 ）

問合せ先 常務取締役 川上 一郎

（ TEL． 022 － 237 － 5566 ）

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社ジー・コミュニケーション及び株式会社フーディーズについて、支配株

主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

１．親会社の商号等

平成23年3月31日現在

名称 属性
議決権所有割合(％) 発行する株券が上場されてい

る金融商品取引所等直接保有分 合算対象分 計

株式会社ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 親会社 50.18 － 50.18 なし

株式会社ﾌｰﾃﾞｨｰｽﾞ 親会社 － 50.18 50.18 なし

２．親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称 理由

株式会社ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 議決権直接保有割合が大きいため

３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係

株式会社ジー・コミュニケーションは当社の議決権割合の50.18％を所有しており、当社は同社

の連結子会社であります。株式会社フーディーズは同社の議決権割合50.98％を所有しており、同

社の連結親会社であることから、間接的に当社の議決権割合50.18％を所有する当社の連結親会社

であります。

当社は、株式会社ジー・コミュニケーションに管理・企画等を委託しております。
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人的関係としましては、当社取締役及び監査役９名のうち１名を株式会社ジー・コミュニケーシ

ョンと兼務しておりますが、当社の経営につきましては独自の経営判断に基づき意思決定しており、

親会社等からの一定の独立性は確保されていると考えております。

（役員の兼務状況）

平成23年６月30日現在

当社での役職 氏 名 親会社での役職

常務取締役 川上 一郎 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役副社長

４．支配株主との取引に関する事項

平成23年３月31日現在

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容又

は職業

議決権等の

所有

（被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係

取引の内容

（注）１

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社

株式会社
ジー・コミ
ュニケー

ション

名古屋市
北区

3,754,010
外食事業の

運営、学習塾の
運営他

（被所有）

直接
50.18

業務運営に
おける助言

店舗の施工
備品の購入

当社銀行借
入に対する

被債務保証
及び被担保
提供(注)３①

742,216 － －

新株予約権
付社債の引

受(注)３②

170,000 － －

新株予約権
の権利行使

による新株
の発行(注)３

③

720,000 － －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

２．平成23年２月25日に開示いたしました「当社親会社により提出された大量保有報告書に係る変更報告

書に関するお知らせ」に記載のとおり、当社親会社は、株式会社バウネットワークに対し、株式返還

請求等の民事訴訟等の法的手続きを執る意向があります。よって、今度の裁判の結果如何によっては、

当社親会社の議決権等の所有割合が変更となる可能性があります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

①当社の金融機関よりの借入金の一部について債務保証を受けております。その内455,400千円について

は、親会社所有の不動産、株式の一部の担保提供を受けております。

なお、保証料及び担保提供料の支払いは行っておりません。

②株式会社ジー･コミュニケーションが当社の発行しました第４回及び第５回転換社債型新株予約権付

社債を引き受けたものであります。なお、第４回債転換金額は70円であり、利率は2.8％、第５回債転

換金額は70円であり、３％であります。

③株式会社ジー・コミュニケーションが、当社の発行した転換社債型新株予約権付社債を第１回、第２

回債については１株当たり107円で権利行使し、第４回、第５回債については１株当たり70円で権利行

使したことによるものであります。

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に取締役会において取引の是非を決

定しております。当社と支配株主との取引につきましては、適正な条件のもとに行うことを基本方

針とし、取引内容の合理性及び妥当性について取締役会において審議の上、取引の是非を決定して

おり、これにより少数株主に不利益をもたらすようなことはありません。

以上


